
 

 - 1 -

       私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 

 

                                      ５ ８ 総学一第１ ３ ８ 号 

                                      昭和５ ８ 年７ 月１ ２ 日 

                                      総 務 局 長 決 定 

 

一部改正 平 成 ８ 年 ４ 月 ５ 日 ８ 総 学 一 第 ５ 号 

一部改正 平 成 ９ 年 ４ 月 ７ 日 ８ 総学一 第 1210 号 

一部改正 平 成 1 0 年 ４ 月 １ 日 ９ 総学一 第 1250 号 

一部改正 平 成 1 0 年 ６ 月 ５ 日 10 総学一第 208 号 

一部改正 平 成 1 1 年 ４ 月 ９ 日 1 1 総 学 一 第 ４ 号 

一部改正 平成 14 年４ 月 23 日 13 生文私振第 1066 号 

一部改正 平成 17 年４ 月 22 日 17 生文私振第 77 号 

一部改正 平成 18 年４ 月 20 日 17 生文私振第 1462 号 

一部改正 平 成 1 9 年 ４ 月 ３ 日 18 生文私振第 1472 号 

一部改正 平成 21 年４ 月 22 日 20 生文私振第 1380 号 

一部改正 平 成 2 2 年 ７ 月 ９ 日 22 生文総総第 825 号 

一部改正 平成 24 年５ 月 11 日 2 4 生 私 振 第 7 3 号 

一部改正 平成 24 年８ 月 31 日 2 4 生 私振 第 783 号 

一部改正 平成 25 年５ 月 27 日 2 5 生 私 振 第 7 1 号 

一部改正 平成 26 年 12 月 10 日 26 生私振第 1200 号 

一部改正 平 成 2 7 年 ６ 月 １ 日 2 7 生 私 振 第 1 7 号 

一部改正 平成 28 年６ 月 21 日 2 8 生 私 振 第 9 7 号 

一部改正 平成 29 年６ 月 30 日 2 9 生 私振 第 464 号 

一部改正 平 成 3 0 年 ７ 月 ２ 日 3 0 生 私振 第 701 号 

一部改正 令 和 元 年 ９ 月 2 6 日 3 1 生 私振 第 947 号 

一部改正 令和２ 年 10 月 27 日 ２ 生私振 第 1100 号 

一部改正 令 和 ４ 年 ３ 月 1 8 日 ３ 生 総 総 第 2076 号 

一部改正 令 和 ５ 年 ９ 月 ７ 日 ５ 生 私 振 第 8 5 9 号 

  

 

第１  目的 

  こ の要綱は、 私立の特定子ども ・ 子育て支援施設等のう ち幼稚園（ 以下「 私立幼稚園」 と い

う 。） に在籍する 小学校就学前子ども の保護者（ 以下「 施設等利用給付認定保護者」 と いう 。）、

私立の特定教育・ 保育施設に在籍する 小学校就学前子ども の保護者（ 以下「 教育・ 保育給付認

定保護者」 と いう 。） 又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する 幼児の保護者に対し て、 区市町村が

行う 保護者負担軽減事業の経費を都が補助する ために必要な事項を定め、 も って幼稚園教育の

振興と 充実に資する こ と を目的と する 。  

 

第２  用語の定義 

  こ の要綱において、 次に掲げる 用語の意義は、（ １ ） から （ 13） ま でに定める と こ ろによ る 。 

（ １ ） 幼稚園 

    学校教育法（ 昭和 22 年法律第 26 号） に定める 幼稚園をいう 。  

（ ２ ） 幼稚園類似の幼児施設 

    別表第１ の基準に従い、 知事が認定する 施設をいう 。  

なお、 知事の認定は、 別表第１ で定める 現地確認結果報告書において、 施設所在の区市
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町村から 当該施設が基準を満たすこ と を確認し た旨の報告があった場合に限る 。  

（ ３ ） 幼児 

    毎年４ 月１ 日以降、 都内に住所を有する ０ 歳児、 １ 歳児、 ２ 歳児、 ３ 歳児、 ４ 歳児及び

５ 歳児をいう 。  

    ただし 、学校教育法第 18 条の定めによ り 、就学さ せる 義務を猶予又は免除さ れた保護者

の子が私立幼稚園、 私立の特定教育・ 保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に通園し ている

場合には、 こ れら の者も 含める こ と ができ る 。  

（ ４ ） 私立の特定子ど も ・ 子育て支援施設等 

   子ども ・ 子育て支援法（ 平成 24 年法律第 65 号。 以下「 支援法」 と いう 。） 第 30 条の 11

に定める 施設のう ち国及び地方公共団体以外の者が設置する 施設をいう 。  

（ ５ ） 私立の特定教育・ 保育施設 

   支援法第 27 条に定める 施設のう ち国及び地方公共団体以外の者が設置する 施設をいう 。 

（ ６ ） 小学校就学前子ども  

   支援法第 30 条の４ 第１ 項第１ 号から 第３ 号ま でに掲げる 小学校就学前子ども と し て同

法第 30 条の５ に定める 認定を受けた幼児又は支援法第 19 条第１ 項第１ 号に掲げる 小学校

就学前子ども と し て同法第 20 条第４ 項に定める 認定を受けた幼児（ 以下「 教育・ 保育給

付１ 号認定子ども 」 と いう 。） をいう 。  

    ただし 、支援法第 28 条第１ 項の定めによ り 特例施設型給付費を支給さ れる 場合には、こ

れら の者も 含める こ と ができ る （ 教育・ 保育給付１ 号認定子ど も に適用さ れる 利用者負担

額が適用さ れる 場合に限る 。）。  

（ ７ ） 利用者負担額 

   支援法第 27 条第３ 項第２ 号又は同法第 28 条第２ 項各号に掲げる 額をいう 。  

（ ８ ） 特定負担額 

   特定教育・ 保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど も ・ 子育て支援施設等の運

営に関する 基準（ 令和元年内閣府令第８ 号） 第 13 条第３ 項に定める 額をいう 。  

（ ９ ） 保護者 

     幼児と 同一の世帯に属し 、 私立幼稚園、 私立の特定教育・ 保育施設又は幼稚園類似の幼

児施設に保育料、 特定負担額や預かり 保育料を納入する 義務を負っている 者をいう 。  

（ 10） 幼稚園型一時預かり 事業 

   「 一時預かり 事業の実施について」（ 平成 27 年７ 月 17 日付 27 文科初第 238 号及び雇児発

0717 第 11 号。 文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局長通知）

別紙「 一時預かり 事業実施要綱」（ 以下「 実施要綱」 と いう 。） に基づき 、 区市町村が実施

又は助成する 幼稚園型一時預かり 事業をいう 。  

（ 11） 幼稚園型Ⅱ 

   前記（ 10） に定める 幼稚園型一時預かり 事業のう ち、 私立幼稚園において、 当分の間の

措置と し て、 保育を必要と する ０ 歳児から ２ 歳児ま での受け皿と し て定期的な預かり 保育

を実施する 事業をいう 。  

（ 12） ひと り 親世帯等 

    保護者又は保護者と 同一の世帯に属する 者が以下に該当する 世帯をいう 。  

ア 生活保護法（ 昭和 25 年法律第 144 号） 第６ 条第２ 項に規定する 要保護者（ 以下「 要

保護者」 と いう 。）  

イ  母子及び父子並びに寡婦福祉法（ 昭和 39 年法律第 129 号） によ る 配偶者のない者

で現に児童を扶養し ている 者 

ウ  身体障害者福祉法（ 昭和 24 年法律第 283 号） 第 15 条第４ 項の規定によ り 身体障害

者手帳の交付を受けた者（ 在宅の者に限る 。）  

エ 療育手帳制度要綱（ 昭和 48 年９ 月 27 日厚生省発児第 156 号） の規定によ り 療育手
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帳の交付を受けた者（ 在宅の者に限る 。）  

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する 法律（ 昭和 25 年法律第 123 号） 第 45 条第２

項の規定によ り 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（ 在宅の者に限る 。）  

カ 特別児童扶養手当等の支給に関する 法律（ 昭和 39 年法律第 134 号） に定める 特別

児童扶養手当の支給対象児童（ 在宅の者に限る 。）  

キ 国民年金法（ 昭和 34 年法律第 141 号） に定める 国民年金の障害基礎年金の受給者

その他適当な者（ 在宅の者に限る 。）  

ク  その他市町村の長が要保護者に準ずる 程度に困窮し ている と 認める 者 

（ 13） 保護者と 生計を一にする 兄・ 姉等 

   保護者と 生計を一にし 、 次のいずれかに該当する 者をいう 。  

   ア 保護者が現に監護する 未成年 

   イ  未成年であったと き に、 保護者が現に監護し ていた者 

   ウ  保護者又はその配偶者の直系卑属（ ア及びイ を除く 。）  

  

第３  適用除外施設 

  幼稚園類似の幼児施設が次の事項に該当する と き は、 こ の要綱を適用し ない。  

 （ １ ） 幼児の通園可能な地域の幼稚園の園児収容能力から みて、 幼稚園類似の幼児施設がなく

と も 教育の機会均等が確保さ れる と 認めら れる と き 。  

 （ ２ ） こ の要綱に基づく 幼稚園類似の幼児施設に在籍する 幼児の保護者に対する 補助金の交付

が、 私立幼稚園の経営を圧迫する おそれがある と 認めら れる と き 。  

 （ ３ ） 施設を借用し ている 場合において、 その借用期間が短期間である こ と 、 幼児の安全性に

欠ける 施設である こ と 等によ り 、 教育を安定し た状態で継続的に行う こ と が困難と 認めら

れる と き 。  

 

第４  補助対象 

  補助金の交付の対象は、 次の各一の事業を行う 区市町村と する 。  

 （ １ ） 施設等利用給付認定保護者又は教育・ 保育給付認定保護者に対する 負担軽減事業 

 （ ２ ） 幼稚園類似の幼児施設に在籍する 幼児の保護者に対する 負担軽減事業 

 （ ３ ） 区市町村が保育の必要がある と 確認し た第２ 子以降の０ 歳児から ２ 歳児ま で及び満３ 歳

児の保護者の預かり 保育料に対する 負担軽減事業 

 

第５  補助対象経費 

  補助の対象経費は、 次のと おり と する 。  

 （ １ ） 区市町村が施設等利用給付認定保護者に対し て保育料（ ただし 、 別表第２ の（ 注１ ） に

規定する 世帯については、 その他の納付金も 補助対象経費に含む（ 以下、 こ の要綱におい

て同じ 。）。） を世帯の所得の状況に応じ て補助し た経費 

 （ ２ ） 区市町村が教育・ 保育給付認定保護者に対し て特定負担額を世帯の所得の状況に応じ て

補助し た経費 

 （ ３ ） 区市町村が幼稚園類似の幼児施設に在籍する 幼児の保護者に対し て保育料及び入園料を

世帯の所得の状況に応じ て補助し た経費 

 （ ４ ） 区市町村が保育の必要がある と 確認し た毎年４ 月１ 日以降に満３ 歳に達する 第２ 子以降

の保護者に対し て預かり 保育料を補助し た経費 

 （ ５ ） 区市町村が保育の必要がある と 確認し た幼稚園型一時預かり 事業の幼稚園型Ⅱを実施す

る 私立幼稚園又は私立の特定教育・ 保育施設に受け入れら れている ０ 歳児から ２ 歳児ま で

（ ３ 歳の誕生日を迎えた年度末ま での間にある 幼児を含む。） の第２ 子以降の保護者に対

し て預かり 保育料を補助し た経費 
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（ ６ ） 補助事業の実施に要し た事務費 

 

第６  補助基準額 

  補助基準額は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 第５ の（ １ ） に掲げる 経費については、 別表第２ の区分に応じ て次のアと イ と を乗じ て

得た額の合計額と する 。 ただし 、 施設等利用給付認定保護者が負担する 保育料の月額が、

別表第２ の補助単価（ 月額） に満たないと き は、 当該保育料の月額を限度と し て適用を認

める 。  

    ア  別表第２ に定める 幼児一人当たり の補助単価 

    イ   別表第２ に定める 所得の基準に該当する 世帯において、 施設等利用給付認定保護者

が私立幼稚園に保育料を納入し た幼児の数 

（ ２ ） 第５ の（ ２ ） に掲げる 経費については、 別表第２ の区分に応じ て次のアと イ と を乗じ て

得た額の合計額と する 。 ただし 、 教育・ 保育給付認定保護者が負担する 特定負担額の月額

が、 別表第２ の補助単価（ 月額） に満たないと き は、 当該特定負担額の月額を限度と し て

適用を認める 。  

ア 別表第２ に定める 幼児一人当たり の補助単価 

イ  別表第２ に定める 所得の基準に該当する 世帯において、 教育・ 保育給付認定保護者

が私立の特定教育・ 保育施設に特定負担額を納入し た幼児の数 

（ ３ ） 第５ の（ ３ ） に掲げる 経費については、 別表第３ の区分に応じ て次のアと イ と を乗じ て

得た額の合計額と する 。 ただし 、 保護者が負担する 保育料及び入園料の合計額の月額が、

別表第３ の補助単価（ 月額） に満たないと き は、 当該保育料及び入園料の合計額の月額を

限度と し て適用を認める 。  

ア 別表第３ に定める 幼児一人当たり の補助単価 

イ  別表第３ に定める 所得の基準に該当する 世帯において、 保護者が幼稚園類似の幼児

施設に保育料及び入園料を納入し た幼児の数 

 （ ４ ） 第５ の（ ４ ） に掲げる 経費については、 次のアと イ と を乗じ て得た額の合計額と する 。

ただし 、 保護者が負担する 預かり 保育料の合計額の月額が、 補助単価に満たないと き は、

当該預かり 保育料の合計額の月額を限度と し て適用を認める 。  

    ア 別表第４ の区分１ に定める 者一人当たり の補助単価 

イ  保護者が私立幼稚園又は私立の特定教育・ 保育施設に預かり 保育料を納入し た別表

第４ の区分１ に定める 基準に該当する 幼児の数 

 （ ５ ） 第５ の（ ５ ） に掲げる 経費については、 次のアと イ と を乗じ て得た額の合計額と する 。

ただし 、 保護者が負担する 預かり 保育料の合計額の月額が、 補助単価に満たないと き は、

当該預かり 保育料の合計額の月額を限度と し て適用を認める 。  

ア 別表第４ の区分２ に定める 者一人当たり の補助単価 

イ  保護者が私立幼稚園又は私立の特定教育・ 保育施設に預かり 保育料を納入し た別表

第４ の区分２ に定める 基準に該当する 幼児の数 

（ ６ ） 第５ の（ ６ ） に掲げる 経費については、 毎年度予算の範囲内で定める 額と する 。  

 

第７  交付申請書の提出 

   こ の補助金の交付を受けよ う と する 区市町村は、 別に定める 日ま でに交付申請書（ 別記第１

号様式） を知事に提出し なければなら ない。  

 

第８  交付の決定及び通知 

  知事は、第７ の規定によ る 交付申請書の提出があったと き は、当該申請書の内容を審査の上、  

 交付の可否を決定し 、 その決定の内容及び交付の条件を区市町村に対し て通知する 。  
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第９  実績報告書の提出 

   区市町村は、 第５ に規定する 補助金の交付対象と なる 事業（ 以下「 補助事業」 と いう 。） が完

了し たと き は、 別に定める 日ま でに実績報告書（ 別記第３ 号様式） を知事に提出し なければな

ら ない。  

 

第 10 補助金の額の確定等 

 １  知事は、第９ の規定によ る 実績報告書が提出さ れたと き は、当該報告書の内容を審査の上、  

  その報告に係る 補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこ れに付けた条件に適

合する と 認めたと き は、 交付すべき 補助金の額を確定し 、 区市町村に通知する 。  

 ２  知事は、 区市町村に交付すべき 補助金の額の確定をし た場合において、 既にその額を超え

る 補助金が交付さ れている と き は、 期限を付けてその超える 部分の補助金の返還を 命ずる 。 

 

第 11 特別の事情によ る 交付決定の取消し  

 １  知事は、 こ の補助金の交付決定後において、 やむを得ないと 認めら れる 特別の事情が生じ

たと き は、 交付決定の全部若し く は一部を取り 消し 、 又は交付決定の内容若し く はこ れに付

けた条件を変更する こ と ができ る 。  

 ２  知事は、 １ の規定に基づく 交付決定の取消し をし た場合において、 既に当該取消し に係る

部分に対する 補助金が交付さ れている と き は、 期限を付けて当該補助金の全部又は一部の返

還を命ずる 。  

 ３  １ 及び２ の規定は、 補助事業について交付すべき 補助金の額の確定があった後にも 適用が

ある も のと する 。  

 

第 12  交付決定の取消し  

 １  知事は、 補助の決定を受けた区市町村が次のいずれかに該当し た場合は、 補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り 消すこ と ができ る 。  

  （ １ ） 偽り その他不正の手段によ り 補助金の交付を受けたと き 。  

  （ ２ ） 補助金を他の用途に使用し たと き 。  

  （ ３ ） 法令の規定又はこ の要綱に基づく 命令に違反し たと き 。  

  （ ４ ） こ の補助金の交付決定の内容又はこ れに付けた条件に違反し たと き 。  

  （ ５ ） 実績報告書の内容が、 第 11 に規定する 事由以外によ り 、 実際の執行内容と 相違し てい

たと き 。  

 ２  知事は、 １ の規定に基づく 交付決定の取消し をし た場合において、 既に当該取消し に係る

部分に対する 補助金が交付さ れている と き は、 期限を付けて当該補助金の全部又は一部の返

還を命ずる 。  

 ３  １ 及び２ の規定は、 補助事業について交付すべき 補助金の額の確定があった後にも 適用が

ある も のと する 。  

 

第 13  交付の条件 

  補助金の交付の決定に当たっては、 次に掲げる 条件を付ける も のと する 。  

  （ １ ） 補助事業の実施に当たっては、 補助目的に反する 措置をと ってはなら ないこ と 。  

  （ ２ ） 補助金に係る 関係書類を会計年度終了後５ 年間保管する こ と 。  

  （ ３ ） 知事が東京都職員に、（ ２ ） に規定する 書類を調査さ せた場合又は補助事業について報

告を命じ さ せた場合は、 こ れに応ずる こ と 。  

  （ ４ ） 第 10 の２ 、 第 11 の２ 又は第 12 の２ の規定に基づく 補助金額の返還は、 指定する 期日

ま でに行わなければなら ないこ と 。  



 

 - 6 -

  （ ５ ） 第 12 の２ の規定によ り 補助金の返還を命じ ら れたと き は、 その命令に係る 補助金の受

領の日から 納付の日ま での日数に応じ 、当該補助金の額（ その一部を納付し た場合におけ

る その後の期間については、 既納付額を控除し た額） につき 、 年 10. 95 パ－セント の割

合で計算し た違約加算金( 100 円未満の場合を除く ｡) を納付し なければなら ないこ と 。  

  （ ６ ） 第 10 の２ 、 第 11 の２ 又は第 12 の２ の規定によ り 補助金の返還を命じ ら れ、 こ れを納

期日ま でに納付し なかったと き は、納期日の翌日から 納付の日ま での日数に応じ 、その未

納額につき 、 年 10. 95 パ－セント の割合で計算し た延滞金( 100 円未満の場合を除く ｡) を

納付し なければなら ないこ と 。  

  （ ７ ） その他東京都補助金等交付規則（ 昭和３ ７ 年東京都規則第 141 号） 第 12 条、第 14 条、

第 16 条及び第 17 条に定める 事項を守る こ と 。  

 

第 14  申請の撤回 

  補助金の交付の決定に際し ては、交付決定の内容又はこ れに付けた条件に異議がある 場合は、 

 当該決定通知の受領の日から 14 日以内に申請を撤回する こ と ができ る 旨を通知する も のと す

る 。  

 

第 15  補助金取扱要領 

   こ の要綱の定める も ののほか、 補助金に係る その他の取扱いに関する 細目については、 毎年

度生活文化ス ポーツ局私学部長が定める 「 取扱要領」 によ る も のと する 。  

    

附 則 

 こ の要綱は、 昭和５ ８ 年７ 月１ ２ 日から 施行し 、 昭和５ ８ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ 年７ 月５ 日から 施行し 、 平成２ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成８ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成９ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成１ ０ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成１ １ 年度の補助金から 適用する 。  

    附 則 

（ 施行時期）   

１  こ の要綱は、 平成１ ４ 年度の補助金から 適用する 。  

（ 経過措置）  

２   別表第２ 中区分４ の適用については、 同区分中「 ２ , ４ ０ ０ 円」 と ある のは、 平成１ ４ 年度に

おいては「 ３ , ５ ０ ０ 円」 と する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 平成１ ７ 年度の補助金から 適用する 。  

      附 則 

 こ の要綱は、 平成１ ８ 年度の補助金から 適用する 。  

      附 則 

 こ の要綱は、 平成１ ９ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 平成２ １ 年度の補助金から 適用する 。  
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   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ２ 年度の補助金から 適用する 。  

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ４ 年度の補助金から 適用する 。  

 附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ５ 年度の補助金から 適用する 。  

 附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ６ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

（ 施行時期）  

１  こ の要綱は、 平成２ ７ 年度の補助金から 適用する 。  

（ 経過措置）  

２  支援法第１ ９ 条第１ 項第２ 号に掲げる 小学校就学前子ども に該当する 支給認定子ども （ 以下

「 ２ 号認定子ども 」 と いう 。） は、 平成２ ７ 年度及び平成２ ８ 年度に限り 、 第２ （ ５ ） に規定す

る 小学校就学前子ども に含める こ と ができ る も のと する 。 ただし 、 平成２ ６ 年度において私立

幼稚園、 私立の幼保連携型認定こ ど も 園（ 年齢区分型） 及び私立の幼稚園型認定こ ども 園（ 単

独型又は年齢区分型） に在園し ていた又は在園年齢相当であった幼児であり 、 私立の幼保連携

型認定こ ども 園又は私立の幼稚園型認定こ ども 園（ 単独型又は年齢区分型） に在園する 場合に

限る 。  

なお、 別表第２ については、 １ 号認定子ども に準じ る こ と ができ る 。  

 附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ８ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ９ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 平成３ ０ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

（ 施行時期）  

１  こ の要綱は、 令和元年１ ０ 月１ 日から 施行し 、 令和元年度の補助金から 適用する 。  

（ 経過措置）  

２  令和元年９ 月以前の補助額の算定における 第１ 、 第２ 及び第４ から 第６ ま での規定並びに別

表第１ 及び第２ の適用については、 従前の例によ る 。  

附 則 

こ の要綱は、 令和２ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 令和４ 年度の補助金から 適用する 。  

附 則 

 こ の要綱は、 令和５ 年１ ０ 月１ 日から 施行し 、 令和５ 年度補助金から 適用する 。  

なお、 第５ の（ ４ ） 及び（ ５ ） に定める 補助対象経費は、 令和５ 年１ ０ 月１ 日以降を対象と す

る 。  

ま た、 令和５ 年９ 月以前の補助額の算定における 補助対象経費は、 第５ の（ １ ） 及び（ ２ ） は

改正前の別表第２ 、 第５ の（ ３ ） は改正前の別表第３ をそれぞれ適用する 。
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別表第１  

 

         要綱第２ （ ２ ） に規定する 幼稚園類似の幼児施設の基準 

 

 要綱第２ （ ２ ） に規定する 幼稚園類似の幼児施設の基準については、 次のと おり と する 。  

 なお、 施設所在の区市町村は次の基準について現地確認を行い、 別に定める 日ま でに現地確認

結果報告書（ 別記第４ 号様式） を知事に提出する 必要がある 。  

 

１  施設の設置目的 

  幼稚園教育を行う こ と を目的と し て設置さ れた施設である こ と 。  

２  公開性の原則 

   入園児について、 企業内雇用者又は公社・ 公団等の団地住民の幼児のみを対象と する など、

一部特定の幼児に制限する こ と のない施設である こ と 。  

３  教育内容 

   幼稚園教育要領（ 平成 10 年文部省告示第 174 号） に規定する 健康、 人間関係、 環境、 言葉及

び表現の五領域を教育内容と し ている 施設である こ と 。  

４  入園資格 

  満３ 歳から 小学校就学の始期に達する ま での幼児と する 。  

５  一学級の幼児数 

  一学級の幼児数は、 ３ ５ 人以下を原則と する 。  

６  学級の編制 

  学級は、学年の初めの日の前日において、同じ 年齢にある 幼児で編制する こ と を原則と する 。  

７  教諭 

  施設の長のほか、 各学級ごと に少なく と も 、 専任の教諭（ 教育職員免許法（ 昭和２ ４ 年法律

第１ ４ ７ 号） に定める 幼稚園教諭免許状を所持する 者） １ 人を置かなければなら ない。  

８  教育週数 

  毎学年の教育週数は、 特別の事情のある 場合を除き ３ ９ 週を下回ら ないこ と を原則と する 。  

９  教育時間 

  教育時間は、 １ 日４ 時間を標準と する 。  

10  施設及び設備 

 ( 1)  施設及び設備に関し 、 少なく と も 、 次に掲げる も のを備えている こ と 。  

  ア 保育室 

  イ  便所 

  ウ  保健設備、 飲料水用設備、 手洗用設備及び足洗用設備 

 ( 2)  保育室の数は、 学級数を下回ら ないこ と を原則と する 。  

 ( 3)  施設及び設備は、 指導上、 保健衛生上、 安全上及び管理上適切なも のである こ と 。  

11  園則 

  少なく と も 、 次に掲げる 事項を記載し た園則を設けている こ と 。  

 ( 1)  修業年限、 学年、 学期及び教育を行わない日に関する 事項 

 ( 2)  教育課程及び教育週数に関する 事項 

 ( 3)  収容定員及び教職員組織に関する 事項 

 ( 4)  入園、 退園、 転園、 休園及び卒園に関する 事項 

 ( 5)  入園料、 保育料その他の費用徴収に関する 事項 
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別表第２  

 

区

分 
所 得 の 基 準 

補助単価（ 月額）  

１ 人在籍の場合

及び同一世帯か

ら ２ 人以上在籍

し て いる 場合の

最年長の幼児（ 第

１ 子）  

以下（ 注３ ）

に該当する 幼

児（ 第２ 子）  

以下（ 注３ ） に

該当する 幼児

（ 第３ 子以降） 

１  

生活保護法の規定によ る 保護を 受けて

いる 世帯 

区分２ のう ちひと り 親世帯等 

 

２  
区市町村民税所得割非課税世帯 

区分３ のう ちひと り 親世帯等 
３ ， ２ ０ ０ 円 ６ ， ２ ０ ０ 円 

３  

当該年度に納付すべき 区市町村民税の

所得割課税の額（ 世帯構成員中２ 人以上

に所得がある 場合については、 所得割課

税額の合計額と する 。 以下同じ 。） が

77, 100 円以下又は別表第２ の２  区分

３ に定める 基準額（ 注４ ）以下の世帯（ 区

分１ 及び区分２ に 該当する 世帯を 除

く 。）（ 注５ ）  
 

１ ， ８ ０ ０ 円 

 

４  

当該年度に納付すべき 区市町村民税の

所得割課税の額が 211, 200 円以下又は別

表第２ の２  区分４ に定める 基準額（ 注

４ ） 以下の世帯（ 注５ ）  

５ ， ６ ０ ０ 円 

５  

当該年度に納付すべき 区市町村民税の

所得割課税の額が 256, 300 円以下又は別

表第２ の２  区分５ に定める 基準額（ 注

４ ） 以下の世帯（ 注５ ）  

５ ， ０ ０ ０ 円 

６  上記区分以外の世帯  

 

（ 注１ ） 補助対象経費にその他の納付金を 含む世帯は、 以下のと おり と する 。（ 別表第３ においても 同 

じ 。）  

ア 区分１ 及び区分２ の世帯 

イ  区分３ から 区分５ ま での「 第３ 子以降」 に該当する 幼児を有する 世帯 

 

（ 注２ ） 本表において生活保護法の規定によ る 保護を受けている 世帯と は、 生活保護法第 11 条第１ 項 

に規定する 保護を 現に受けている 世帯と する 。  

 

（ 注３ ） 年齢を問わず、 保護者と 生計を一にする 兄・ 姉等を 有する 幼児 

 

（ 注４ ） 区市町村の判断によ り 、 年少扶養控除廃止に伴う 影響を考慮し て補助基準額を変動さ せる こ

と によ り 階層区分を判定する 扱いと し ている 場合に限る 。  
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（ 注５ ） 指定都市についても 、 旧税率によ り 算出し た所得割課税の額及び税額控除額を用いて階層区

分を 判定する 。 ただし 、 やむを得ない場合は新税率によ り 算出さ れた所得割課税の額に６ ／

８ を 乗じ た額をも って階層区分を判定する こ と ができ る 。  
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別表第２ の２  

 

基準額（上限額）

＜加算単価＞

第 3  区分：21,300円

第4・5区分：19,800円

＜加算単価＞

第 3  区分：11,100円

第4・5区分：  7,200円

0人 0人 0人 34,500円 ― ― ―

1人 1人 0人 55,800円

1人 1人 66,900円

2人 0人 77,100円

1人 2人 78,000円

2人 1人 88,200円

3人 0人 98,400円

1人 3人 89,100円

2人 2人 99,300円

3人 1人 109,500円

4人 0人 119,700円

1人 4人 100,200円

2人 3人 110,400円

3人 2人 120,600円

4人 1人 130,800円

5人 0人 141,000円

0人 0人 0人 171,600円 ― ― ―

1人 1人 0人 191,400円

1人 1人 198,600円

2人 0人 211,200円

1人 2人 205,800円

2人 1人 218,400円

3人 0人 231,000円

1人 3人 213,000円

2人 2人 225,600円

3人 1人 238,200円

4人 0人 250,800円

1人 4人 220,200円

2人 3人 232,800円

3人 2人 245,400円

4人 1人 258,000円

5人 0人 270,600円

0人 0人 0人 216,700円 ― ― ―

1人 1人 0人 236,500円

1人 1人 243,700円

2人 0人 256,300円

1人 2人 250,900円

2人 1人 263,500円

3人 0人 276,100円

1人 3人 258,100円

2人 2人 270,700円

3人 1人 283,300円

4人 0人 295,900円

1人 4人 265,300円

2人 3人 277,900円

3人 2人 290,500円

4人 1人 303,100円

5人 0人 315,700円
※年齢は、前年の12月31日現在で計算

 ※6人以上の場合の基準は、区分３については34,500円、区分４については171,600円、区分５については216,700円に、それぞれ19歳未満の扶養親族の数に応じた

  加算単価を加えた額とする。

5
1,800円 1,800円 5,000円

2人

3人

4人

5人

4
1,800円 1,800円 5,600円

2人

3人

4人

5人

3
1,800円 1,800円 6,200円

2人

3人

4人

5人

区分

19歳未満の扶養親族の数 補助単価(月額)

①16歳未満
②16歳以上

19歳未満

区市町村民税所得

割課税額(円)

１人在籍の場合及び同一世帯から２人以

上在籍している場合の最年長の幼児（第１

子）

別表第２の（注３）の何れかに該当する幼児

（第２子）

別表第２の（注３）の何れかに該当する幼児

（第３子以降）
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別表第３  

 

区

分 
所 得 の 基 準 

補助単価（ 月額）  

１ 人在籍の場合

及び同一世帯か

ら ２ 人以上在籍

し て いる 場合の

最年長の幼児（ 第

１ 子）  

以下（ 注３ ）

に該当する 幼

児（ 第２ 子）  

以下（ 注３ ） に

該当する 幼児

（ 第３ 子以降） 

１  

生活保護法の規定によ る 保護を 受けて

いる 世帯 

区分２ のう ちひと り 親世帯等 

 

２  
区市町村民税所得割非課税世帯 

区分３ のう ちひと り 親世帯等 
２ ２ ， ４ ０ ０ 円 ２ ５ ， ４ ０ ０ 円 

３  

当該年度に納付すべき 区市町村民税の

所得割課税の額（ 世帯構成員中２ 人以上

に所得がある 場合については、 所得割課

税額の合計額と する 。 以下同じ 。） が

77, 100 円以下又は別表第２ の２  区分

３ に定める 基準額（ 注４ ）以下の世帯（ 区

分１ 及び区分２ に 該当する 世帯を 除

く 。）（ 注５ ）  
 

２ １ ， ０ ０ ０ 円 

 

４  

当該年度に納付すべき 区市町村民税の

所得割課税の額が 211, 200 円以下又は別

表第２ の２  区分４ に定める 基準額（ 注

４ ） 以下の世帯（ 注５ ）  

２ ４ ， ８ ０ ０ 円 

５  

当該年度に納付すべき 区市町村民税の

所得割課税の額が 256, 300 円以下又は別

表第２ の２  区分５ に定める 基準額（ 注

４ ） 以下の世帯（ 注５ ）  

２ ４ ， ２ ０ ０ 円 

６  上記区分以外の世帯  

 

（ 注１ ） 補助対象経費にその他の納付金を含む世帯は、 以下のと おり と する 。  

ア 区分１ 及び区分２ の世帯 

イ  区分３ から 区分５ ま での「 第３ 子以降」 に該当する 幼児を有する 世帯 

 

（ 注２ ） 本表において生活保護法の規定によ る 保護を受けている 世帯と は、 生活保護法第 11 条第１ 項 

に規定する 保護を 現に受けている 世帯と する 。  

 

（ 注３ ） 年齢を問わず、 保護者と 生計を一にする 兄・ 姉等を 有する 幼児 

 

（ 注４ ） 区市町村の判断によ り 、 年少扶養控除廃止に伴う 影響を考慮し て補助基準額を変動さ せる こ

と によ り 階層区分を判定する 扱いと し ている 場合に限る 。  

 



 

 - 13 -

（ 注５ ） 指定都市についても 、 旧税率によ り 算出し た所得割課税の額及び税額控除額を用いて階層区

分を 判定する 。 ただし 、 やむを得ない場合は新税率によ り 算出さ れた所得割課税の額に６ ／

８ を 乗じ た額をも って階層区分を判定する こ と ができ る 。  
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別表第３ の２  

 

基準額（上限額）

＜加算単価＞

第 3  区分：21,300円

第4・5区分：19,800円

＜加算単価＞

第 3  区分：11,100円

第4・5区分：  7,200円

0人 0人 0人 34,500円 ― ― ―

1人 1人 0人 55,800円

1人 1人 66,900円

2人 0人 77,100円

1人 2人 78,000円

2人 1人 88,200円

3人 0人 98,400円

1人 3人 89,100円

2人 2人 99,300円

3人 1人 109,500円

4人 0人 119,700円

1人 4人 100,200円

2人 3人 110,400円

3人 2人 120,600円

4人 1人 130,800円

5人 0人 141,000円

0人 0人 0人 171,600円 ― ― ―

1人 1人 0人 191,400円

1人 1人 198,600円

2人 0人 211,200円

1人 2人 205,800円

2人 1人 218,400円

3人 0人 231,000円

1人 3人 213,000円

2人 2人 225,600円

3人 1人 238,200円

4人 0人 250,800円

1人 4人 220,200円

2人 3人 232,800円

3人 2人 245,400円

4人 1人 258,000円

5人 0人 270,600円

0人 0人 0人 216,700円 ― ― ―

1人 1人 0人 236,500円

1人 1人 243,700円

2人 0人 256,300円

1人 2人 250,900円

2人 1人 263,500円

3人 0人 276,100円

1人 3人 258,100円

2人 2人 270,700円

3人 1人 283,300円

4人 0人 295,900円

1人 4人 265,300円

2人 3人 277,900円

3人 2人 290,500円

4人 1人 303,100円

5人 0人 315,700円
※年齢は、前年の12月31日現在で計算

 ※6人以上の場合の基準は、区分３については34,500円、区分４については171,600円、区分５については216,700円に、それぞれ19歳未満の扶養親族の数に応じた

  加算単価を加えた額とする。

5
21,000円 21,000円 24,200円

2人

3人

4人

5人

4
21,000円 21,000円 24,800円

2人

3人

4人

5人

3
21,000円 21,000円 25,400円

2人

3人

4人

5人

区分

19歳未満の扶養親族の数 補助単価(月額)

①16歳未満
②16歳以上

19歳未満

区市町村民税所得

割課税額(円)

１人在籍の場合及び同一世帯から２人以

上在籍している場合の最年長の幼児（第１

子）

別表第２の（注３）の何れかに該当する幼児

（第２子）

別表第２の（注３）の何れかに該当する幼児

（第３子以降）
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別表第４  

区分 

預かり 保育料 

預かり 保育事業の利用料 
幼稚園型一時預かり 事業

の利用料 

１ 

毎年４月１日以降に満３歳

に達する第２子以降の幼

児（注１）（注２） 

補助単価（ 日額） ４ ５ ０ 円 預かり保育事業が十分で

ない場合等は幼稚園型一

時預かり事業の利用料を

預かり保育料の「補助単価

（月額）１６，３００円」を上

限として、加算可能 

「補助単価（日額）」×「預かり保育の

利用日数」 

２  

幼稚園型一時預か り 事

業の幼稚園型Ⅱを 実施

する 私立幼稚園又は私

立の特定教育・ 保育施

設に受け 入れら れて い

る ０ 歳児から ２ 歳児ま

で（ ３ 歳の誕生日を迎え

た 年度末ま での 間にあ

る 者を 含む。） の第２ 子

以降の幼児（ 注１ ）（ 注

２ ）  

― 
補助単価（ 月額）  

４ ２ ， ０ ０ ０ 円 

 

（ 注１ ） 区市町村が保育の必要性がある と 確認し た幼児に限る 。  

（ 注２ ） 第２ 子以降と は、 年齢を 問わず、 保護者と 生計を一にする 兄・ 姉等を有する 幼児に限る 。  


